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水質管理目標設定項目 目　標　値

1 アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下

2 ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）

3 ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下

4 削　　　　除 削　　　　除

5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下

6 削　　　　除 削　　　　除

7 削　　　　除 削　　　　除

8 トルエン 0.4mg/L以下

9 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 0.08mg/L以下

10 亜塩素酸 0.6mg/L以下

11 削　　　　除 削　　　　除

12 二酸化塩素 0.6mg/L以下

13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下（暫定）

14 抱水クロラール 0.02mg/L以下（暫定）

15 農薬類 検出値と目標値の比の和として、1以下

16 残留塩素 1mg/L以下

17 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 10mg/L以上100mg/L以下

18 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下

19 遊離炭酸 20mg/L以下

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下

21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) 0.02mg/L以下

22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 3mg/L以下

23 臭気強度（TON) 3以下

24 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下

25 濁度 1度以下

26 ｐH値 7.5程度

27 腐食性（ランゲリア指数） -1程度以上とし、極力0に近づける

28 従属栄養細菌 1mLの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下

30 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下

31 削　　　　除 削　　　　除



農薬類（水質管理目標設定項目１５）の対象農薬リスト

目標値 目標値
(mg/L) (mg/L)

1 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)　　※1 0.06 59 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ 0.08
2 2,2-DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ) 0.08 60 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ 0.3
3 2,4-D(2,4-PA) 0.02 61 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.02
4 EPN　　※2 0.004 62 ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ 0.002
5 MCPA 0.005 63 ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC) 0.02
6 ｱｼｭﾗﾑ 0.9 64 ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ 0.006
7 ｱｾﾌｪｰﾄ 0.006 65 ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP) 0.005
8 ｱﾄﾗｼﾞﾝ 0.01 66 ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ 0.1
9 ｱﾆﾛﾎｽ 0.003 67 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ 0.06

10 ｱﾐﾄﾗｽﾞ 0.006 68 ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 0.03
11 ｱﾗｸﾛｰﾙ 0.03 69 ﾊﾟﾗｺｰﾄ 0.01
12 ｲｿｷｻﾁｵﾝ　　※2 0.005 70 ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ 0.0009
13 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ　　※2 0.001 71 ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ 0.01
14 ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC) 0.01 72 ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ 0.004
15 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT) 0.3 73 ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) 0.02
16 ｲﾌﾟﾌｪﾝｶﾙﾊﾞｿﾞﾝ 0.002 74 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 0.002
17 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP) 0.09 75 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ 0.02
18 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ 0.006 76 ﾋﾟﾛｷﾛﾝ 0.05
19 ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ 0.009 77 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ 0.0005
20 ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ 0.03 78 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)　　※2 0.01
21 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 0.08 79 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC) 0.03
22 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)　　※3 0.01 80 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ 0.05
23 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ 0.02 81 ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)　　※10 0.006
24 ｵｷｼﾝ銅（有機銅） 0.03 82 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP) 0.007
25 ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ　　※4 0.1 83 ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ 0.01
26 ｶｽﾞｻﾎｽ 0.0006 84 ﾌｻﾗｲﾄﾞ 0.1
27 ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ 0.008 85 ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ 0.03
28 ｶﾙﾀｯﾌﾟ　　※5 0.05 86 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ　　※2 0.02
29 ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC) 0.02 87 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ 0.02
30 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ 0.0003 88 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ 0.03
31 ｷﾉｸﾗﾐﾝ(ACN) 0.005 89 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ 0.05
32 ｷｬﾌﾟﾀﾝ 0.3 90 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 0.09
33 ｸﾐﾙﾛﾝ 0.03 91 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ　　※2 0.007
34 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ　　※6 2 92 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 0.05
35 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ 0.02 93 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 0.05
36 ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ 0.02 94 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ 0.03
37 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)　　※7 0.0001 95 ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ 0.1
38 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ　　※2 0.003 96 ﾍﾞﾉﾐﾙ　　※11 0.02
39 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN) 0.05 97 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 0.1
40 ｼｱﾅｼﾞﾝ 0.001 98 ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ 0.09
41 ｼｱﾉﾎｽ(CYAP) 0.003 99 ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ 0.005
42 ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU) 0.02 100 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ 0.2
43 ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN) 0.03 101 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 0.3
44 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP) 0.008 102 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ 0.02
45 ｼﾞｸﾜｯﾄ 0.01 103 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) 0.01
46 ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) 0.004 104 ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ 0.07
47 ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬　　※8 0.005 105 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ 0.005
48 ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 0.009 106 ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ)　　※2 0.7
49 ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ 0.006 107 ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP) 0.05
50 ｼﾏｼﾞﾝ(CAT) 0.003 108 ﾒｿﾐﾙ 0.03
51 ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ 0.02 109 ﾒﾀﾗｷｼﾙ 0.2
52 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ 0.05 110 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP)　　※2 0.004
53 ｼﾒﾄﾘﾝ 0.03 111 ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ 0.04
54 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ　　※2 0.003 112 ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ 0.03
55 ﾀﾞｲﾑﾛﾝ 0.8 113 ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ 0.02
56 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ､ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ　※9 0.01 114 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 0.1
57 ﾁｱｼﾞﾆﾙ 0.1 115 ﾓﾘﾈｰﾄ 0.005
58 ﾁｳﾗﾑ 0.02
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農      薬      名 農      薬      名

　1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D)の濃度は、異性体であるｼｽ-1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝの濃度を合計して算出すること。

　有機リン系農薬のうち、EPN、ｲｿｷｻﾁｵﾝ、ｲｿﾌｪﾝﾎｽ、ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ、ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ、ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP)、ﾌﾞﾀﾐﾎｽ、ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ、ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ)及びﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP)の濃度に
ついては、それぞれのｵｷｿﾝ体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのｵｷｿﾝ体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

　ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)の濃度は、異性体であるα-ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ及びβ-ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝに加えて、代謝物であるｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝｽﾙﾌｪｰﾄ)も測定し、α-ｴ
ﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ及びβ-ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝの濃度とｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝｽﾙﾌｪｰﾄ)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

　ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPｽﾙﾎｷｼﾄﾞ、MPPｽﾙﾎﾝ、MPPｵｷｿﾝ、MPPｵｷｿﾝｽﾙﾎｷｼﾄﾞ及びMPPｵｷｿﾝｽﾙﾎﾝの濃度も測定し、ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP)の原体の濃度
と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

　ﾍﾞﾉﾐﾙの濃度は、ﾒﾁﾙ-2-ﾍﾞﾝﾂｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ(MBC)として測定し、ﾍﾞﾉﾐﾙに換算して算出すること。

  ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝの濃度は、代謝物である(5Z)-ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

　ｶﾙﾀｯﾌﾟの濃度は、ﾈﾗｲｽﾄｷｼﾝとして測定し、ｶﾙﾀｯﾌﾟに換算して算出すること。

　ｸﾞﾘﾎｻｰﾄの濃度は、代謝物であるｱﾐﾉﾒﾁﾙﾘﾝ酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とｱﾐﾉﾒﾁﾙﾘﾝ酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

　ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP)の濃度は、ｱﾐﾉ体の濃度も測定し、原体の濃度とｱﾐﾉ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

　ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬の濃度は、ｼﾞﾈﾌﾞ、ｼﾞﾗﾑ、ﾁｳﾗﾑ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾈﾌﾞ、ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ、ﾏﾝｾﾞﾌﾞ(ﾏﾝｺｾﾞﾌﾞ)及びﾏﾝﾈﾌﾞの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。

　ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞﾑ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄの濃度は、ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして測定すること。


